
 

  

〔五〕  防  災  計  画 

 

1．学校防災管理規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、沖縄県立中部商業高等学校における防災管理の徹底を期し、もって、火災 

その他の災害による人的・物的被害を軽減することを目的とする。 

 

（職員の義務） 

第２条 職員は、本計画に定める各自の任務を自覚し、火災の予防に努め、火災またはその他災 

害が発生した場合は、その措置について協力し、敏速、的確かつ効果的な行動をとるよう常に 

心がけなければならない。 

 

（火災予防の編成） 

第３条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理のもとに、各棟及び各室に火気取 

締り責任者をおき、その組織は別表 2のとおりとする。 

 

（消火活動の編成） 

第４条 火災及びその他災害の発生時に、その被害を最小限にとどめるため、校内消防本部を設 

置し、消防隊長（校長）を最高責任者とし、その下に副消防隊長（教頭）及び班員をおく。 

 その組織及び任務分担は別表１の通りとする。 

 

（消火及び避難訓練） 

第５条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消火及び避難訓練を行うものとする。 

 

（休業日などにおける消火活動） 

第６条 休業日（休日、土曜日、日曜日、夏季休暇、学年末休暇、学年初休暇）及び夜間等に緊 

急事態が発生した場合は、職員は別紙連絡網による通報を受け次第、すみやかに登校し、防災、 

消火活動に当たるものとする。 

 

（実施日）              

第７条 この規程は、平成４年４月１日から実施する。 

 



 

２．学校防災・防火対策組織・任務分担表 

 
 

 消火設備管理・・・・ 防災用具の保全管理・火災報知ベル、 

 (教 頭・事務長）    火災感知消火器、ホース、水道栓等の    

                     整備点検  
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  光熱器具管理・・・・ 危険物貯蔵施設(ガス置場等）、火気使用  

 
 

 
 
 

 
 
 

 (翁長 新・上原 肇)  施設（公仕室等）及び電気設備の整備点検 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   可熱薬物管理・・・・理科・家庭科・商業科等の薬品、燃料  

 
 
      

（盛山・手登根・上野）及び危険物等の保管管理 
  

 校舎設備管理・・・・ 校舎破損箇所の報告 

             (知名・嘉手納) 
 

         Ａ棟・・・・１階（翁 長  新）    ２階（宮里 盛清） 

３階（玉那覇 滉太）    ４階（具志 沙衣） 
 

     Ｂ棟・・・・１階（與那嶺 利恵）   ２階（各 担 任） 

           ３階（各 担 任）    ４階（各 担 任） 

     

     Ｃ棟・・・・１階（嘉数 政彦）   ２階（伊禮 直浩） 

             ３階（照屋 典子）    ４階（宮城 正栄） 
           
         Ｄ棟・・・・理科教室・準備室  （盛 山 啓 史） 
            家庭科教室・準備室（手登根 洋子） 
           ﾋﾞｼﾞﾈｽ教室・準備室（吉 元 嘉 邦） 
 
        体育館・・・大城 武也 
         武徳館・・・東風平 和成 
         水泳プ－ル・町原 尚忠 
         グラウンド・宮城 耕治 
         ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 ・比嘉 浩太郎、新里 志麻 
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  指揮・通報・連絡係・・消防・警察への電話、出火場所明示、 

  (教頭、事務長、教務) 全職員・生徒への緊急放送、各係への 

                      指示、県教委への通報連絡 

  避難・誘導係・・・・・生徒の避難誘導及びその掌握 

  (各担任･授業中の教師）    （緊急避難場所→運動場） 
 

  防護措置係・・・・・・・電気設備・ガス・その他危険物等の安 

  (上野朝子、手登根洋子、  全処置・薬物・引火薬品の処理、非常
  大城武也、上原肇)    口開放 

  
 
 

 
非 
 
常 
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  消火班・・・・・・・・初期消火活動(男生徒の協力・指揮) 

 (宮里盛清、仲間貴彦) 消防署員への協力、防火戸の閉鎖、排  

                       煙等の処理 

  
 
 
 

   搬出班・・・・・・・・重要書類、物品等の非常持ち出し、及び 

  (事務・比嘉雄一）   避難場所の決定、搬出物の点検・保管 

 

   警備係・・・・・・・・学校敷地及び周辺の巡視 

(盛山啓史、米須江里）  
 

  救護班・・・・・・・・救護班の設置、薬品・機材等の準備 

                           (伊波美奈子、謝敷菜生）  応急手当医療機関への連絡  



 

 ３．火気取締責任者表 
棟 階     室  内    責 任 者   
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１ 
階 
 
 
 

 校  長  室 
 応  接  室 
 事  務  室 
 小 会 議 室 
 保  健   室 
 倉     庫 
 公  仕  室 
 進 路 指 導 室 
 階段下の倉庫 

多目的ホール(旧食堂) 

上  原  るみ子 
上  原  るみ子 

 安 里 育 美 
 翁 長  新 
 伊  波  奈美子 
上 原  肇 
上 原  肇 

與 那 嶺 利 恵 

上 原  肇 

大 城 仁 美 

 
Ｃ 
 
 
棟 
 
 

 
３ 
階 
 

簿 記 準備室 

簿記教室(1) (2) 
視 聴 覚 教室 
ト   イ   レ 

照 屋 典 子 

照 屋 典 子 
島 袋 利 恵 子 
島 袋 利 恵 子 

４ 
階 

 総合実践 教 室 
 総合実践準備室 
 ト  イ  レ 

 宮 城 正 栄 
宮 城 正 栄 
宮 城 正 栄 
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階 
 

 化 学 教 室 
 理 科 準 備 室 
 生 物 教 室 
 ト  イ  レ 

 盛 山 啓 史 
 盛 山 啓 史 
上 野 朝 子 

上 野 朝 子 
 
 
 
２ 
階 
 
 
 

 本 部 職員室 
 生徒支援部室 
 教 育 相 談 室 
女 子 休憩室 

 女 子 ト イ レ 

印  刷  室 
 男 子 休憩室 
 男 子 ト イ レ 
図  書  館 

比 嘉 優 子 
宮 里 盛 清 
米 須 江 里 
髙 嶺 智 恵 

大 城 陽 菜 
髙 嶺 智 恵 

仲 間  貴 彦 
仲 間  貴 彦 
安  里  こずえ 

２
階 

 家庭科準備室 
 調 理 教 室 
 家庭総合実習室 
 ト  イ  レ 

 手 登 根  洋 子 

手 登 根  洋 子 

 上 原  い ず み 

上 原  い ず み  

３ 
階 

  ﾋﾞｼﾞﾈｽマナー教室ⅠⅡ 
 国際ビジネス科準備室 

 ＩＴ調査研究室 
 ト  イ  レ 

 吉 元 嘉 邦 

 吉 元 嘉 邦 

中  山  麻紀子 

中  山  麻紀子 
 
 
３ 
階 
 

 社会科準備室 
 社 会 科教室 
 会  議  室 
 男 子 ト イ レ 
 情報システム部室 

 女 子 ト イ レ 

 知 名  亮 

 知 名  亮 

 玉 城 弘 明 

 玉 城 弘 明 

 玉 城 弘 明 

大 城 陽 菜 

 
 
  体 
 
  育 
 
  館 
 
 

 体 育 準備室 
 休  憩  室 
 ト  イ  レ 
 生徒用トイレ 
 体育館フロア 
 ス テ ー ジ 
 放  送  室 
 ギ ャ ラ リー 
 器  具  室 

大 城 武 也 
大 城 武 也 
大 城 武 也 
大 城 武 也 
東 風 平  和 成 
与志平  菜美子 
与志平  菜美子 
東 風 平  和 成 
大 城 武 也 

 
 
４ 
階 
 
 

 音 楽 準備室 
 音 楽  教 室 
 女 子 ト イ レ 
 生徒会室１ 
 生徒会室２ 
 男 子 ト イ レ 

具 志 沙 衣 

具 志 沙 衣 

具 志 沙 衣 

具 志 沙 衣 

具 志 沙 衣 

玉 那 覇  滉 太 

武 
徳 
館 

 武  道  館 
 武道館 倉 庫 

東 風 平  和 成 

 
Ｂ 
棟 
 

１ 
階 
 
２ 
階 
３ 
階 
４ 
階 

 普通教室 (A～C) 

 普通教室 (D～F) 
ト   イ   レ 

 普通教室（7） 
ト   イ   レ 

 普通教室（7） 
ト   イ   レ 

 普通教室（7） 

ト   イ   レ 

比 嘉  朗 子 

池 間 栄 三 
 森 山 朝 一 

 各  学  級  担  任 
 石 川 千 佳 

 各  学  級  担  任 
 嘉 手 納 千 佳 子 

 各  学  級  担  任 

嘉 手 納 千 佳 子 

  プ      ー     ル 
  更      衣     室 

町 原 尚 忠 

  ポ   ン   プ   室 比 嘉  浩 太 郎 

各     部   室 新 里 志 麻 

 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
棟 
 
 
 

 
 
１ 
階 
 
 

 美 術  教 室 
 美 術 準備室 
情報ビジネス科準備室 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 教 室Ⅰ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 教 室Ⅱ 

ト   イ   レ 

 安 仁 屋 久 美 子 

 安 仁 屋 久 美 子 

嘉 数 政 彦 

嘉 数 政 彦 

新 垣 綾 子 

新 垣 綾 子 

 
  グ ラ ウ ン ド 
 

 
宮  城  耕  治 

  ト レ ー ニ ン グ 室 

 

 

 

 

 

 

 

比 嘉  浩 太 郎 
新 里 志 麻 

 
 
２ 
階 
 
 

 コンピュータ教室Ⅲ・Ⅳ 

 総合ビジネス科準備室 

 Ｌ Ｌ 教  室 
 Ｌ Ｌ 準備室 
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝルｰム 

 ト   イ   レ 

伊 禮 直 浩 
伊 禮 直 浩 
知 念 洋 史 

知 念 洋 史 

知 念 洋 史 

知 念 洋 史 



４．中部商業高校 危機管理マニュアル 

 

 

 

 

               

 

 

隔離・通報体制         生徒の安全確保 

          緊急連絡網            防御体制 

        ・校長室 （11番）      ・生徒の安全確保及び 

        ・教頭  （12・１３番）      

        ・生徒支援（２６番）      ・不審者の移動阻止 

        ・保健室 （２２番）      ・全校への周知 

        ・体育科 （６１番）      ・教職員連携 

行為の抑止・説得        警察による確保 

      ※さすまた係へ連絡→110番通報→教育委員会連絡 

       ※さすまた係→事務長・教頭（本部）・事務職員・生徒支援部職員 
       

 

 

 

 

 

負傷者発生                 事態収拾 

119番通報              事件事故対策本部発動 

応急処置                ・情報整理・保護者説明 

                            ・こころのケア・授業再開 

                      ・再発防止対策・報告書 

  

    避難誘導：全職員/防御：可能な職員 

警察連絡：教頭・事務・生徒支援部主任 

委員会報告：校長・教頭 

 危機等発生！ 

安全領域への誘導 



　

病院へ搬送
・担任または他の教職員が同行

・生徒の状況について対応責任者に報告

・保護者への状況説明（保護者が病院に来られ

ない場合は症状や医師の診断結果等を説明）

教頭及び事務長で

急搬送を要請する

（１１９番通報）
・救急隊到着までの間の応急手当

負傷の有無の確認後の対応
・負傷した生徒の経過確認（担任、副担任）

・保護者への連絡（担任、副担任） ・児童生徒の引渡し（担任、副担任）

・児童生徒の心のケア（ＳＣ等の要請）（教育相談、養護教諭）

・情報収集、記録作成（教頭、養護教諭） ・教育委員会への報告（教頭）

・保護者への説明（説明会等の対応）（校長、教頭） ・報道対応（校長、教頭）

危機等対策本部

『緊急職員会議』

不審者情報の共有（教頭）
・教職員及び生徒 Microsoft Teams

・宜野湾警察警 TEL:098-898-0110

・県教育委員会

保健体育課 TEL:098-866-2726

県立学校教育課 TEL:098-866-2715

受付に案内する

負傷した生徒はいるか？

児童生徒の安全を確保する

・全校生徒への周知・避難誘導

緊急アナウンス 生徒支援部主任 （不在の場合 教務主任）

誘導 各担任 （不在の場合 副担任）

・全校生徒の点呼、負傷の有無等の確認

全体掌握 生徒支援部主任

・不審者による暴力の抑止、被害拡大の防止、移動阻止

教頭及び事務長で警察（１１０番）に通報する

・通報者 教頭または事務長

・教職員間で情報共有（連絡経路・体制は常時確認しておく）

・県教育委員会への報告・支援要請（第一報）

対応者 教頭または事務長

退去したか？

退去を求める（複数人で対応）

・複数の教職員で対応（第一対応者は速やかに応援者を要請する。

もしくは周囲の教職員が駆け付ける。）

・危害を加えるおそれがあるか、凶器の所持等はあるかの確認

・校長、教頭、生徒支援部主任等に連絡する（学校全体の非常態勢準備）

中部商業高校 【校内への不審者侵入への対応】

○生徒に対する不審者からの危害が及ばないよう、生徒の安全を第一とする。

○不審者への対応は必ず複数人で対応する（一人では対応しない）。

○不審者が校内に侵入した場合は、速やかに警察に通報する。

対応方針

□ 防犯カメラの作動確認 □ 来校者用受付簿 □ 校門、昇降口の施錠 □ 防御用設備の点検

□ 校内情報伝達体制の整備 □ 避難場所及び避難経路の確保・確認

□ 保護者への引渡しの確認 □ 沖縄県警察HP及び各市町HPから不審者情報を確認

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

関係者以外の立ち入り

正当な理由あり

正当な理由なし

退去した

【事後の危機管理】

緊急対応本部

『スタッフ会議』

いない

いる

状況に応じ

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有

□ 継続的な心のケア □ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

正当な来校理由はあるか？

・名刺の提示や名札を付けているか

・用件を答えられるか

退去しない

危機等発生！



　

病院へ搬送
・担任または他の教職員が同行

・生徒の状況について対応責任者（教頭）に報告

・保護者への状況説明（保護者が病院に来られない場合は症状や医師

の診断結果等を説明）

生徒の安全を確保する（教頭）
・生徒の安全確認

・生徒の安全な場所への避難・誘導

（必要に応じ、緊急アナウンス）

悪化していないか?

応急手当をする（養護教諭又は教頭）
・負傷の程度を見極めながら応急

手当を行う。

・必要に応じ学校医の指示を仰ぐ。

学校医 貴クリニック

TEL 098-917-5311教頭及び事務長で救急搬送を要請する（１１９番通報）
・負傷者の人数や程度を把握する。

・救急隊到着までの間、安全な場所に移し応急手当をする。

救急搬送が必要か？

負傷した生徒はいるか？

事故現場に急行する

・担当教員又は顧問、若しくは生徒から、事故の報告を受けた場合、可能

な限り複数人で現場に向かう。

・被害状況を把握する。

・校長、教頭、養護教諭、教務主任等に連絡する。

（学校全体の非常態勢準備）

授業中・部活動中の事故への対応

○事故に遭った生徒を迅速に救護する。

○事故に遭った生徒の保護者への適切な支援を行う。

○関係機関等と連携協力し再発防止策を講じる。

対応方針

□ 使用施設・設備・備品等の点検（定期・都度） □ 過去に起きた事故やヒヤリハット事例の確認

□ ＡＥＤの稼働点検 □ 事故発生時の対応訓練や避難訓練（確認を含む。）

□ 保護者への引渡しの確認

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

事故発生

【事後の危機管理】へ

緊急対応本部

いない

いる

状況に応じ

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有

□ 継続的な心のケア □ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

悪化した

要しない
必要

落ち着いている

危機等発生！

負傷の有無の確認後の対応
・負傷した生徒の経過確認（担任、教頭）

・保護者への連絡（担任、副担任） ・児童生徒の引渡し（担任、副担任）

・児童生徒の心のケア（ＳＣ等の要請）（養護教諭、保健・教育相談部）

・情報収集、記録作成（担任） ・教育委員会への報告（教頭）

・保護者への説明（説明会等の対応）（校長、教頭）

・報道対応（校長、教頭）

危機等

対策本部



　

安全確保後の対応

施設・設備等の点検

生徒の安全確保

悪化していないか?

落ち着いている

応急手当をする（養護教諭又は教頭）
・負傷の程度を見極めながら応急

手当を行う。

・必要に応じ学校医の指示を仰ぐ。

学校医 貴クリニック

TEL 098-917-5311

避難誘導（教頭）
・避難経路に準じて、校庭に誘導

する。

・地震で揺れがある場合は、揺

れが収まり次第、校庭に誘導。

火 災 発 生 ・ 地 震 発 生

負傷の有無の確認後の対応
・負傷した生徒の経過確認（担任、教頭）

・保護者への連絡（担任、副担任） ・生徒の引渡し（担任、副担任）

・生徒の心のケア（ＳＣ等の要請）（養護教諭、保健・教育相談部）

・施設・設備等の被害確認

・休校、授業の早期終了、開始遅延を判断

・情報収集、記録作成（担任） ・教育委員会への報告（教頭）

・保護者への説明（説明会等の対応）（校長、教頭） ・報道対応（校長、教頭）

救急搬送が必要か？

火災・地震への対応

○生徒の安全を第一に早期に対応する。

○生徒を迅速に安全な場所へ避難させる。

対応方針

□ 学校防災体制の整備 □ 生徒、保護者、教職員への緊急連絡体制整備
□ 避難場所及び避難経路の確保・確認 □ 防災教育・避難（防災）訓練の実施
□ 学校の臨時休校、授業開始時期の遅延、早期下校等の検討
□ 学校行事、校外活動の中止・計画の変更の検討 □ 保護者への引渡しの確認
□ 夜間・休日等の対応 □ 学校設備の点検等

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

火災報知器作動 ・ 緊急地震速報

いない

いる

危機等

対策本部

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有
□ 継続的な心のケア □ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映
□ 破損した施設・設備の修繕計画作成 □ 防災教育（振り返り）の実施

【事後の危機管理】

必要

要しない

悪化した

緊急対応本部

危機等発生！

負傷した生徒はいるか？

初期消火は

できたか？

できた

できない

病院へ搬送
・担任又は他の教職員が同行

・生徒の状況について対応責任者（教頭）に報告

・保護者への状況説明（保護者が病院に来られない場合は症状

や医師の診断結果等を説明）

教頭及び事務長で

消防署へ通報 ・救急搬送を要請する （１１９番通報）
・被災状況を把握し、消防署へ具体的に伝える。

・負傷者の人数や程度を把握する。

・救急隊到着までの間、安全な場所に移し応急手当をする。


